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第26回全国産業教育フェア石川大会開催等業務委託

に係るプロポーザル実施要領

１ 目的

この要領は、第26回全国産業教育フェア石川大会の開催等業務を委託するにあた

り、その手続等について必要な事項を定めるものである。

２ 委託業務の概要

(1) 業 務 名 第26回全国産業教育フェア石川大会開催等業務

(2) 業務内容 「第26回全国産業教育フェア石川大会開催等業務委託仕様書」

のとおり

(3) 委託期間 委託契約締結の日から平成29年３月31日まで

(4) 委託費用 ３１，０００千円以内（消費税及び地方消費税を含む）

(5) 事業主体

第26回全国産業教育フェア石川大会実行委員会

会 長 吉田 國男（石川県産業教育振興会会長）

事務局 石川県教育委員会事務局学校指導課

３ スケジュール（予定）

項 目 日 程

①募集開始 平成28年６月７日（火）

②事前説明会申込期限 平成28年６月10日（金）

③事前説明会 平成28年６月13日（月）

④質問書受付期限 平成28年６月14日（火）

（回答日：平成28年６月15日（水））

⑤企画提案書提出期限 平成28年６月22日（水）

⑥選定委員会(参加者によ 平成28年６月27日（月）

るプレゼンテーション)

⑦審査結果の通知 平成28年６月下旬予定

⑧委託契約の締結 平成28年７月上旬予定

４ 本プロポーザルへの参加資格

(1) 単独企業による参加

参加者は、以下の条件を全て満たしていること。

①地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。

②石川県から競争入札の指名停止または見積合わせへの参加排除を受けて、企画

提案受付期間において、指名停止期間中または参加排除期間中にある者でない

こと。

③企画提案受付期間において、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定

に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）第21条

の規定に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

④石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号）第６条に定める暴力団、

暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

⑤石川県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税全般について、企画

提案書提出日現在において未納がない者であること。
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⑥石川県内に本社、支社または営業所を有する法人であること。

⑦石川県内で開催された地方公共団体・公的機関等が発注した同種又は類似業務

の実績を有すること。

⑧石川県競争入札参加資格者名簿（物品の部）のうち分類番号24（企画展示広告

・映画・室内デザイン類）の資格を有する者であること。

⑨旅行業法（昭和27年法律第239号）第３条に基づく「第１種旅行業者」または「第

２種旅行業者」の登録を受けた者であること。

(2) 共同企業体による参加の場合

参加者は、次の条件を全て満たしていること。

①全ての構成員が上記(1)の①から⑤までの条件を満たすこと。

②構成員のいずれかが上記(1)の⑥から⑨の条件を満たすこと。

③共同企業体の構成員は、業務委託に関して当該企業体が負担する債務の履行に

関し連帯して責任を負うこと。

④共同企業体の構成員が、単独及び他の共同企業体の構成員としてプロポーザル

に参加しないこと。

５ 参加に当たっての留意事項

本プロポーザルは与えられた条件下において、参加者の企画力や具体的な事業実

施に関する実力等を「提案」を通して評価を行い、業務委託先候補者を選定するも

のである。

なお、採択された企画書の内容を実行委員会との協議により変更・修正を加える

場合がある。

６ 質問書の受付及び回答

この実施要領及び業務委託仕様書に関する質問を次のとおり受付け、電子メール

により平成28年６月15日（水）に事前説明会参加者に対して回答する（質問があっ

た場合のみ）。

ただし、ノウハウに関わる部分等を周知されることにより、参加者の権利、競争

上の地位その他正当の利益を害するおそれがあるものについては、当該質問者のみ

に別途回答する。

(1) 提出期限 平成28年６月14日（火）午後４時（必着）

(2) 提出様式 別紙１「質問書」

(3) 提出方法 郵送、FAX、又は電子メールにより提出するとともに、電話で着信確認

を行うこと。なお、件名は「産フェア石川大会プロポーザル質問」とすること。

(4) 提出先

〒920-8575 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県教育委員会事務局学校指導課産業教育担当（行政庁舎17階）

電話 076-225-1833

ＦＡＸ 076-225-1832

メールアドレス gakusi@pref.ishikawa.lg.jp

７ プロポーザル事前説明会

本プロポーザルの実施に関する事前説明会を次のとおり開催する。

(1) 日 時 28年６月13日（月）午後１時30分から
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(2) 場 所 石川県庁801会議室（行政庁舎８階）

(3) 参加申込 平成28年６月10日（金）までに、別紙２「事前説明会参加申込書」を

持参、郵送、ＦＡＸ、又は電子メールにより上記６(4)の提出先へ提出す

ること。件名は「産フェア石川大会プロポーザル事前説明会参加申込」

とすること。

８ 企画提案書等の提出

(1) 提出期限 平成28年６月22日（水）午後４時（必着）

(2) 提出書類 別紙３「第26回全国産業教育フェア石川大会開催等業務企画提案書作

成要領」２に記載のとおり

(3) 提出方法 持参又は書留郵便による。

なお、持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く平日の

午前９時から午後４時までとする。

(4) 提 出 先 上記６(4)に同じ。

(5) 提案内容 下記10「企画提案の内容」を参照のこと。

(6) 留意事項

①一提案者（法人）が複数の企画提案をすることは認めない。

②提出された書類は、一切返却しないものとする。

③提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製することが

ある。

(7) 提出後の辞退

都合により辞退する場合には、辞退届（様式第３号）を提出すること。

９ 企画提案書の審査

企画提案書の審査については、提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーシ

ョン及びヒアリングにより実施する。

なお、企画提案書提出者が多数の場合、企画提案書等の事前審査（第一次審査）

を行い、プレゼンテーション実施対象者を限定する場合がある。

(1) プレゼンテーションの日時及び会場

①開催日時 平成28年６月27日（月） ※開催時間は別途通知

②開催場所 石川県庁1403会議室（行政庁舎14階）

(2) 実施方法

①プレゼンテーションは１者15分以内とする。

②プレゼンテーションに係る審査委員からの質問に対しては、簡潔な説明に務め

ること。なお、質疑応答時間は15分以内とする。

10 企画提案の内容及び留意事項

下記の項目に特に留意し、企画提案を作成すること。

(1) 業務計画及び組織体制

大会の目的、テーマ等を踏まえた提案となっているか。また、実施体制や全体計

画に無理がなく、計画性や実現性はあるか。

組織体制は適切か。（事故・災害・食中毒等、様々なケースが想定されており、適

切な対策が検討されているか。）

個人情報保護の配慮がなされており、管理方法は適正か。
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(2) 大会運営

各運営部・専門部に属する生徒及び教職員等と連絡を密にし、準備、運営を行う

提案になっているか。

開閉開式・各イベント等が円滑に行われる提案になっているか。また、全会場を

総合的に運営する提案になっているか。

災害発生時や悪天候（暴風・雷雨等）への対策は適切か。また、警備体制や応急

救護体制は適切か。

(3) 専門性

提案内容は、専門的な見地からなされたものとなっているか。過去に類似の実績

はあるか。

(4) 会場設営

会場設営（撤去）等が円滑に実施できる体制になっているか。また、その際の生

徒等に対する安全対策はとられているか。

数量の増減やスケジュールの変更などに弾力的に対応できるか。

各施設にある備え付け物品等を有効に活用する提案になっているか。

(5) 参加受付・宿泊斡旋・大会弁当手配

参加受付や宿泊斡旋が円滑に実施できる体制になっているか。（参加受付・宿泊・

弁当申込方法は簡潔でわかりやすいか。また、料金徴収、清算事務の取扱方法は簡

潔でわかりやすいか。取消料の有無、有の場合の金額はどうか。）

宿泊施設の分布・価格帯等は適切に設定されているか。（宿泊施設の確保数は十分

か。宿泊施設から会場間の移動は便利か。また、安価な料金設定となっているか。）

大会弁当の製作・提供が円滑に行われる提案になっているか。（業者の選定理由、

供給能力は十分か。また、柔軟な対応が可能か。）

(6) 輸送業務

安全かつ効率的な輸送方法の提案がされているか。また、交通機関の事故や災害

等による緊急時の対応・体制は適切か。

(7) 記録

大会に係る記録等を網羅的に収集する提案になっているか。また、大会報告書の

作成について提案されているか。

(8) 展示品等搬入搬出

展示品の搬入搬出が円滑に行われる提案になっているか。

(9) 経費

経費積算の妥当性・効率性はみられるか。

(10)その他

高校生の大会という面での配慮がなされているか。

独自の追加提案はあるか。

11 業務委託先候補者の選定及び審査結果の通知

(1) プロポーザル参加者から提出された企画提案書等の審査にあたっては審査委員会

に諮り、原則として評価点が最高点の者を業務委託先候補者として選定し、併せて

次点者も選定する。

(2) 審査内容については、公表しない。

(3) 審査結果については、別紙４又は５により参加者へ通知するほか、業務委託先候

補者を「第26回全国産業教育フェア石川大会」ホームページに掲載する。

(4) 参加者は、選定結果について異議申立をすることができない。
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(5) 参加者が次の各号の一に該当する場合は失格とする。

①提出期限に遅れた場合

②実施要領等の条件を満たさない場合

③提出書類に虚偽の記載をした場合

④審査に影響を与えるような工作、又はその疑いのある行為をした場合

12 契約の締結

(1) 委託者は、前項により選定された業務委託先候補者から見積書を徴収し、予定価

格の範囲内であることを確認して契約を締結し、契約書を取り交わすものとする。

(2) 本業務の業務委託仕様書は、業務委託先候補者が提出した企画提案書等を基に作

成するが、本業務の目的達成のため必要と認められる場合には、協議により、提案

内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。

この場合において、業務委託先候補者との協議が整わなかった場合は、選定委員

会で次点とされた者と協議を行うものとする。

13 契約に関する条件等

(1) 再委託の制限

受託者は業務の一部を再委託することができるが、その場合は、再委託の理由、

再委託先ごとの業務の内容、再委託先の概要を明記したものを事前に書面で提出

し委託者の承諾を得なければならない。

(2) 機密の保持

受託者は、本業務（再委託した場合を含む。以下同じ。）を通じて知り得た情報

を、本業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業

務に関して知り得た情報の漏洩・滅失・毀損の防止、その他適正な管理のために

必要な措置を講じなければならない。

(3) 個人情報の保護

受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、石川県個人情報

保護条例（平成15年３月24日条例第２号）を遵守しなければならない。

14 契約の解除

契約締結後であっても、次に該当する場合は契約を解除することを妨げないもの

とする。

(1) 提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合

(2) 受託者に重大な瑕疵がある場合

(3) 業務遂行の意志が認められない場合

(4) 業務遂行能力が無いと認められた場合

15 その他の留意事項

(1) 書類提出後の追加及び修正は、理由の如何に関わらず認めない。

(2) 提出書類の作成及びプレゼンテーションにかかる費用は、全て参加者の負担とす

る。

(3) 書類等の作成において、使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本

の標準時及び計量法（平成４年法律第51号）に限る。
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16 問い合わせ先

〒920-8575 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県教育委員会事務局学校指導課産業教育担当（行政庁舎17階）

電話 076-225-1833

ＦＡＸ 076-225-1832

メールアドレス gakusi@pref.ishikawa.lg.jp


